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１．介護保険の運営指導・監査等について

（１）指導の目的

介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保・法令に基づく適正な事業実施

介護保険給付対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化

（２）指導の形態

①集団指導・・・事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底を図る。
介護保険制度の概要、報酬改定、運営指導での指摘事項など。

②運営指導・・・施設、整備等の確認。
利用者に対するサービスの質の確認、利用者の生活実態の把握など、適切なケアマ
ネジメントに基づいた一連のプロセス、サービスの実施の確認。
基準等に規定する運営体制に関する指導など。

（３）監査について

①監査対象となる介護保険施設等の選定基準
通報・苦情等に基づく情報や運営指導において確認した情報を踏まえて、指定基準違反や人格基準
尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に行う。

②監査の方法
報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うことにより情報を収集するとと
もに現地に立ち入って検査を行い、事実関係を確認する。



（４）運営指導の流れ

運営指導の一連の流れは以下のとおりです。

村上市 事業所

約1ヶ月前

・運営指導実施日の1ヶ月前までに実施通知書を送付し、当
　日の予定や当日準備すべき関係書類、また状況報告書及び
　自己点検シート等の事前に提出して頂く書類についてご連
　絡します。

約1週間前
・自己点検シート等の事前提出書類を運営指導実施日の約１
　週間前までに提出して頂きます。

運営指導当日

・当日は準備して頂いた関係書類の確認や、管理者及び計画
　作成担当者等への聞き取りを行い、事業所の運営状況を確
　認します。
・確認が終わったら、結果について口頭で講評を行います。

・運営指導で判明した指摘事項を精査し、結果を文書で通知
　します。
・指摘事項が法令等の規程に違反している場合や過誤調整が
　必要となる場合は改善報告書の提出を求めます。

・事業所は結果通知を確認し、改善報告書の提出が求められ
　た場合には、改善報告書を作成・提出します。

運営指導後

実施通知書

事前提出書類

結果通知

改善報告書
（※必要な場合）

介護高齢課職員
管理者及び

計画作成担当者



２．近年の指摘事項について・・ここ数年で指摘のあった事項を紹介します。
該当する場合は、改善に努めてください。

地域密着型サービス

項目 指摘事項 解説・指導

勤務体制の確保等
認知症介護にかかる基礎的な研修を
受講するための必要な措置が講じら
れていない。

令和6年4月1日から、一定の資格を有する者を除く全ての
従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ
るために必要な措置を講じることが義務化されています。
受講対象者がいる場合は、受講させるために必要な措置を
講じてください。

運営規程
虐待防止のための措置に関する事項
が定められていない。

虐待防止に係る措置は令和6年4月1日から義務化されてお
り、運営規程においても定めておく必要があります。
運営規程に追記するとともに、変更届を提出してくださ
い。

居宅サービス計画の作成
（小規模多機能型居宅介護）

・ケアプランの同意日の記載漏れや
計画作成者氏名が、前計画作成担当
者の氏名のまま訂正されていない。
・同意を得ないままサービス提供を
行っていた。

・サービス提供の実施においては、提供開始前にケアプラ
ンに対する同意を得てください。また、ケアプランの作成
にあたり、適切に業務を行ってください。



項目 指摘事項 解説・指導

身体拘束等の禁止

身体的拘束等のための対策を検討す
る委員会は、検討事例がない場合で
あっても定期的に開催する必要があ
るが、開催されていなかった。

身体的拘束等のための対策を検討する委員会は、検討事例
がない場合であっても定期的に開催してください。

事故発生時の対応について
マニュアル等が古いままで見直しが
されていなかった。

定期的に見直しを行い、従業員に周知してください。

サービス提供の記録
バイタルや排泄の記録、食事摂取量
の記録、連絡帳など利用者の情報が
複数箇所に記録されていた。

その日一日の個人の心身の状況が一目で分かるよう、個人
記録をまとめて記録してください。



居宅介護支援

項目 指摘事項 解説・指導

ケアプランの変更に伴う
一連の業務①

担当介護支援専門員の居宅介護支援
事業所変更について、軽微な変更と
して業務を行っていて、サービス担
当者会議の開催等も行われていませ
んでした。

担当介護支援専門員の居宅介護支援事業所変更は、軽微な
変更に該当しないため、事業所変更による契約・ケアプラ
ン変更の際、一連の業務を行うことが必要です。適切に業
務を行ってください。

ケアプランの変更に伴う
一連の業務②

担当介護支援専門員の居宅介護支援
事業所変更により、契約後に新しい
ケアプラン作成、サービス担当者会
議、利用者への説明・同意が必要で
すが、前事業所のケアプランの写し
を使用し、事業所名を見え消しで修
正しただけの事例がありました。

新しいケアプランを作成し、利用者へ説明・同意を得てく
ださい。

居宅介護支援の
具体的取扱い方針①

サービス利用票に利用者の確認（署
名等）がないものがありました。

利用票には確認（署名等）を得て、また利用票の交付と同
意を得たことを支援経過等に記録してください。



項目 指摘事項 解説・指導

居宅介護支援の
具体的取扱い方針②

支援経過が訪問記録しか記載されて
いませんでした。

支援経過にはアセスメント、サービス担当者会議、モニタ
リング等を実施したことやその面接場所、内容等、またケ
アプランに同意を得た日、利用票を交付した日などケアマ
ネとして実施した業務、サービスを利用しての利用者の変
化など明確に過不足なく記載してください。

感染症の予防まん延防止
のための措置

感染症対策版の業務継続計画と兼ね
ることができることとなっています
が、兼ねるには内容が不十分でし
た。

感染症の予防まん延防止のための指針を作成するか、業務
継続計画の内容を補完してください。

サービス担当者会議
サービス担当者会議に担当者を招集
していなかった。また欠席した場合
の意見照会がされていなかった。

サービス担当者会議では、担当者に対して専門的な見地か
らの意見を求めているため、やむを得ない理由で欠席の場
合、意見照会を行うこと、またその意見をサービス担当者
会議の要点等に記録してください。



３．令和６年度報酬改定の経過措置の終了について

① 業務継続計画未策定減算の適用
～Ｒ7.3.31
感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する
具体的な計画の策定を行っている場合には減算を適用しない
Ｒ7.4.1～
業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じてい
ない場合は減算を適用

② 身体拘束廃止未実施減算の適用
Ｒ7.4.1～
・身体拘束等を行う場合に記録を行っていない
・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1度以上
開催していない

・身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない

上記の場合は減算を適用



③ 介護職員等処遇改善加算
Ｒ7.4.1～
加算Ｖ（１） ～ 加算Ｖ（１４）を廃止

④ 協力医療機関関連加算の単位数変更
会議を開催する協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第152条
第1項各号に掲げる要件を満たしている場合の単位数

～Ｒ7.3.31 １００単位

Ｒ7.4.1～ ５０単位

※指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
第152条第1項各号

一 入所者の病状が急変した場合において医師又は看護職員が相談を行う体制を、常時確保していること。

二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保して
いること。

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他
の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保し
ていること。

※ ① ② ③ については、体制届の提出が必要です。



「書面掲示」規制の見直し

基準省令上、運営規程の概要等の重要事項等については、原則として介護
保険施設等内での「書面掲示」を求めています。

令和７年４月 １日より
「書面掲示」に加えて、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう
介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブ サイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表しなけれ
ばならないことになります。

４．令和７年度から義務化される事項について


